
22012　6/8 号　

『
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
』

　
糖
尿
病
、
高
血
圧
症
、
脂
質
異
常
症
な
ど
の
生
活
習

慣
病
の
原
因
と
な
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
に
着
目
し
た
特
定
健
康
診
査
と

特
定
保
健
指
導
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

□
特
定
健
康
診
査

●
対
象
と
な
る
人

　

40
歳
～
74
歳
で
町
の
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
（
毎
年

度
４
月
１
日
現
在
で
加
入
し
て
い

る
人
）。
対
象
者
に
は
、
５
月
下

旬
に「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」と

「
質
問
票
」を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診

し
た
人
は
、
健
診
項
目
に
特
定
健

康
診
査
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
特
定
健
康
診
査
を
受
け
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
被
用
者
保
険
（
全
国
健
康
保
険

協
会
管
掌
健
康
保
険
・
健
康
保

険
組
合
・
共
済
組
合
等
）
に
加

入
し
て
い
る
人
お
よ
び
そ
の
被

扶
養
者
は
、
加
入
し
て
い
る
保

険
者
か
ら
健
診
方
法
等
に
つ
い

て
通
知
さ
れ
る
予
定
で
す
。

●
受
診
方
法
等
に
つ
い
て

　

原
則
と
し
て
、
平
成
24
年
６
月

１
日
か
ら
平
成
25
年
１
月
31
日
ま

で
の
間
に
、
郡
内
の
実
施
医
療
機

関
で
事
前
に
予
約
の
上
、
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

　

受
診
さ
れ
る
際
に
は
、「
特
定

健
康
診
査
受
診
券
」、「
質
問
票
」、

「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
」を

必
ず
医
療
機
関
の
受
付
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
（
受
診
券
等
が
な
い

場
合
、
受
診
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
）。

　

な
お
、受
診
結
果
に
つ
い
て
は
、

受
診
さ
れ
た
月
の
約
２
カ
月
後
に

個
別
に
通
知
し
ま
す
。

※
生
活
保
護
を
受
給
さ
れ
て
い
る

人
に
は
、「
特
定
健
康
診
査
受

診
券
」と「
質
問
票
」は
送
付
し

て
い
ま
せ
ん
。
受
診
を
希
望
さ

れ
る
場
合
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー

（
☎
52
‐
４
９
９
９
）ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

●
受
診
料
（
自
己
負
担
金
）

　

受
診
さ
れ
る
際
に
は
、
医
療
機

関
の
窓
口
で
受
診
料
を
自
己
負
担

で
お
支
払
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

・
40
歳
～
69
歳
の
人
…
１
５
０
０
円

・
70
歳
～
74
歳
の
人
…　

８
０
０
円

□
特
定
保
健
指
導

　

特
定
健
康
診
査
の
結
果
、
生
活

習
慣
の
改
善
が
必
要
と
さ
れ
た
人

を
対
象
に
、
保
健
師
、
管
理
栄
養

士
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
、
生
活

習
慣
を
見
直
す
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま

す
。
対
象
者
に
は
通
知
し
ま
す
。

　

な
お
、
特
定
保
健
指
導
は
無
料

で
行
い
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
人

　

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て

い
る
人
（
75
歳
以
上
の
人
、
65
歳

～
74
歳
の
人
で
一
定
の
障
害
が
あ

り
認
定
を
受
け
た
人
）

　

対
象
者
に
は
、５
月
下
旬
に「
健

康
診
査
受
診
券
」と「
質
問
票
」を

送
付
し
て
い
ま
す
。

○
受
診
方
法
等
に
つ
い
て

　

原
則
と
し
て
、
平
成
24
年
６
月

１
日
か
ら
平
成
25
年
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
、
実
施
医
療
機
関
で
受

診
し
て
く
だ
さ
い
（
医
療
機
関
に

よ
っ
て
は
予
約
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
）。

　

受
診
を
さ
れ
る
際
に
は
、「
健

康
診
査
受
診
券
」、「
質
問
票
」、「
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
を

『
後
期
高
齢
者
の
健
康
診
査
』

　
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
山
口
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
実
施
す
る「
健
康
診
査
」

を
受
診
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

必
ず
医
療
機
関
の
受
付
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
（
受
診
券
等
が
な
い

場
合
、
受
診
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
）。

　

な
お
、受
診
結
果
に
つ
い
て
は
、

受
診
さ
れ
た
医
療
機
関
で
説
明
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

○
受
診
料
（
自
己
負
担
金
）

  

受
診
さ
れ
る
際
に
は
、
医
療
機

関
の
窓
口
で
受
診
料
５
０
０
円
を

自
己
負
担
で
お
支
払
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

問
健
康
保
険
課　

保
険
年
金
係　

☎
52
‐
５
８
０
９

健
康
診
査
の
お
知
ら
せ


